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社会福祉法人泚山会 特別養護老人ホームたんねの里における食材納入業務委託仕様書 

 

 

１．件  名  

社会福祉法人泚山会 特別養護老人ホームたんねの里食材納入業務 

 

２．提供場所  

社会福祉法人泚山会 特別養護老人ホームたんねの里     

新潟県柏﨑市大字谷根３１９０番地１ 

 

３．定  員  ２９名 

 

４．予定食数   

提供日数 
入所 

３６５日 

朝食（常食） ２９食 

昼食（常食） ２９食 

夕食（常食） ２９食 

※上記食数は、場合により変動することがある。各事業者一律の選定基準とするため、見積

金額の食数は、上記予定食数を基に積算すること。  

 

５．業務内容  

社会福祉法人泚山会（以下「甲」という）が運営する特別養護老人ホームたんねの里の  

入居者に対して、受託事業者（以下「乙」という）はクックチル・クックフリーズ食材に  

よる給食、食材納入業務及び運用開始前後の給食支援業務を行なうものとする。  

 

６．納入期限及び納入場所  

納入期限：翌日分を前日 17時までに納入  

納入場所：特別養護老人ホームたんねの里 食材保管場所  

 

７．食事内容  

入居者の必要栄養量の確保を目的とし、季節性と入居者のニーズを十分に考慮し、甲乙が

協議・連携をし、提供するものとする。  

（1）食事種別  

   常食  

（2）納入食材  

  主菜・副菜等   
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 ８．献立内容  

（1）品数  

  ①朝食：主菜、副菜、副々菜  

 ②昼食：主菜、副菜、副々菜 

  ③夕食：主菜、副菜、副々菜  

  ※お米、汁物を含めて 3食でおおよそ 1,500kcalであること。 

※1日当たりの総エネルギー量（約 1,500 kcal）を満たすことができる場合は、必ずしも

毎食 3品ずつの提供でなくとも良いこととする。 

  

９． 緊急時の体制  

乙は、火災、労働争議、業務停止等何らかの事情により受託事業の全部又は一部の遂行が

困難となった場合の危険を回避するための緊急時の体制を確立すること。  

 

１０． その他  

(1) 乙は、入居者からのクレームが発生した場合は速やかに対応するとともに、原因究明

及び今後の防止策の検討を行い、対応状況等について甲に書面で報告すること。  

(2)  乙は、故意又は重大な過失により甲の施設を損傷した場合は弁償すること。  

(3)  乙は、災害防止及び事故防止に努めること。なお、重大な事故等が発生した場合は 

速やかに甲に書面で報告すること。  

(4)  本仕様書によりがたい事情が生じたとき、又は本仕様書について疑義が生じたとき

は、甲乙協議するものとする。また、乙は、記載のない事項であっても、甲と十分に

協議を行い、食材納入業務の円滑な実施が図られるように努めること。 


